
船橋市いきいき同窓会交流事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、船橋市いきいき同窓会の活動に対し、船橋市補助金等の交

付に関する規則（昭和５６年船橋市規則第５０号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱に基づき補助金を交付することにより、会員の交

流、仲間づくり、社会参加活動を支援し、生きがいのある生活の向上、地域社

会への寄与を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、船橋市いきいき同窓会とは旧船橋市老人大学および

ふなばし市民大学校いきいき学部の修了生で組織された団体をいう。  

 （補助対象事業）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

別表１に掲げるものとする。  

（補助対象経費）  

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業に要する経費のうち別表２に掲げるとおりとする。  

 （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、予算の範囲内であって、別表２に掲げるとおり、補助対

象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、百円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。  

 （交付申請等）  

第６条 申請者は、規則第３条の規定により、補助金等交付申請書（規則第１号

様式）に次の各号に掲げる書類を添えて毎年５月末までに市長に申請しなけれ

ばならない。  

 ⑴ 当該年度の事業計画書  

⑵ 収支予算書  

⑶ 前年度決算書  

⑷ その他市長が必要と認める書類  

 



（交付決定）  

第７条 市長は、規則第４条の規定により申請の内容を審査し、規則第６条の規

定により補助金等交付決定通知書（規則第２号様式）をもって申請者に通知す

るものとする。  

２ 前項の交付決定にあたっては、規則第５条に掲げる条件を附するものとする。 

 （実績報告）  

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業

完了後２０日以内又はその事業年度終了後２０日以内に、補助事業等実績報告

書（規則第５号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。  

 ⑴ 収支決算書  

 ⑵ その他市長が必要と認める書類  

（交付額確定の通知）  

第９条 市長は、規則第１３条の規定により、補助金等確定通知書（規則第６号

様式）をもって補助事業者に交付額の確定を通知するものとする。  

（交付請求）  

第１０条 補助事業者は、規則第１５条の規定により補助金の交付請求をする場

合は、補助金等交付請求書（規則第７号様式）に補助金等確定通知書の写しを

添えて市長に提出しなければならない。  

２ 補助事業者は、補助金の交付について事業完了前に請求をしようとするとき

は、前項の規定を準用する。この場合は、前項中「補助金等確定通知書の写し」

とあるのは「補助金等交付決定通知書の写し」と読み替えるものとする。  

（交付決定の取消等）  

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補

助金等返還命令書（規則第８号様式）により命ずるものとする。  

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき  

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条   

 件に違反したとき又は市長の処分に従わなかったとき  



 （補則）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

   附 則  

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

補助対象経費 補助率 

報償費 対象経費の１／２以内とする。  

 旅費 

消耗品及び原材料費  

印刷製本費 

備品購入費 

通信運搬費 

保険料 

研修負担金 

使用料及び賃借料  

 

補助対象事業 対象となる活動事業  

健康増進活動事業  

健康の保持・増進を進める活動  

体育祭、各種スポーツ大会、歩こう会、

健康管理勉強会、健やか活動、その他  

 

文化活動事業 

生涯学習活動や趣味を生かす活動  

芸能大会、作品展、講演会、教養講座、

囲碁大会、その他 

 

広報活動事業 会報、ガイドブック等の発行、その他  


